
［要旨］

本稿は、中国による気候変動国際レジームへの関与の変容を、米中対立の進展という

国際環境の構造変化の中で再検討することを目的とする。従来、中国は「共通だが差異

ある責任」原則に基づき途上国の立場から交渉に参加してきたが、パリ協定以降は主要

排出国として国際制度形成に積極的に関与してきた。しかし近年、米中戦略競争の激化

や経済安全保障の観点の台頭により、気候変動分野における協調の余地は縮小しつつあ

る。他方で、中国は再生可能エネルギー、電気自動車、水素などの分野において産業的

優位性を強化しつつ、グローバル・サウスとの連携や南南協力を通じて独自の制度構築

を進めている。こうした動向は、単なる国際協調の後退ではなく、競争と協調が併存す

る形での関与の再編と捉える必要がある。本稿は、国際レベルにおける多国間・二国間

制度構築の動向と、中国国内における低炭素・脱炭素化政策の展開を統合的に分析し、

同国の気候変動政策が米中の対立環境下でいかに戦略的に運用されているかを明らかに

する。そのうえで、断片化が進む国際レジームの将来像に対する含意を提示する。

はじめに

2020年代半ばに入り、気候変動問題をめぐる国際秩序は大きな転換点に立っている。2025

年の国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC）第30

回締約国会議（Conference of the Parties: COP30）の開催前から、各国の温室効果ガス削減目標の

提出遅延や主要排出国の消極的姿勢が明らかとなり、国際枠組みの実効性に対する懸念が高

まっていた。他方、米中対立の文脈からみれば、気候変動はもはや一時的な外交課題ではな

く、経済安全保障、産業政策、エネルギー転換と密接に結び付いた戦略的課題へと変容して

いる（1）。

こうした状況の下で、中国の存在感は、かつてのようなリーダーシップの文脈においては

相対的に低下しているようにも映る。米中をはじめとする大国間対立の激化、地政学的競争

の構造化・長期化、さらにはサプライチェーン再編の進展は、気候変動分野における国際協

力の余地を狭めつつある。しかしながら、中国が現在、世界最大の温室効果ガス排出国であ

り、再生可能エネルギー投資、電気自動車、水素産業などの分野において圧倒的な規模を有

しているという現実を踏まえれば、中国を抜きにして気候変動関連の国際レジーム（制度）（2）
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を構築することは想定しがたい。問題の本質は、中国が気候変動分野から後退しているのか、

それとも米中の対立環境の下で関与の形態をより戦略的に変化させているのか、という点に

ある。

本稿は、こうした問題意識に基づき、中国による気候変動国際レジームへの関与の現在を、

国際および国内の両面から再検討することを目的とする。第1に、米中対立を背景とする多

国間および二国間の制度構築における中国の動向を分析し、第2に、中国国内における「低

炭素・脱炭素化」を軸とする経済政策、とりわけ再生可能エネルギーの拡大や産業高度化政

策との連関を明らかにする。そのうえで、中国の気候変動政策が、国際協調の縮減という制

約の下で、いかなる戦略的運用へと移行しつつあるのかを考察する。

本稿は、気候変動をめぐる国際秩序を、単なる協調か対立かという二分法ではなく、競争

と協調が併存する動態的過程として捉え直す試みである。中国の関与の変容を検討すること

は、断片化が進行する国際レジームの将来像を展望するうえでも重要な示唆を与えると考え

られる。

1 国際と国内レベルからみた中国の気候変動政策

（1） 国際レベル：外交戦略と米中関係の文脈

中国は、パリ協定が成立するまでの長期にわたり、気候変動問題への対処を「経済発展の

権利」および「共通だが差異ある責任（Common but Differentiated Responsibilities: CBDR）」の原

則に基づき、すなわち途上国の立場から交渉に臨んできた。他方、2015年のパリ協定成立過

程においては、米中共同声明や戦略的協力枠組みを通じて交渉妥結に重要な役割を果たし、

世界最大の温室効果ガス排出国としての立場を踏まえつつ、より積極的に国際的責任を引き

受ける姿勢を示した（3）。

しかし近年、米中対立の激化に伴い、戦略的競争の深化とともに、気候変動分野における

協力は大きく後退する傾向が強まっている。とりわけ、米国による対中技術規制やサプライ

チェーンのデリスキング方針は、中国にとって経済安全保障上の重大な課題となっている。

かつては両国関係における戦略的安定装置として一定の機能を果たしてきた気候変動協力も、

今日ではその調整機能を十分に発揮しにくい状況にある。米中双方の政策行動が戦略的競争

と複雑に交錯する領域へと変容しつつあり、その結果、気候政策そのものも、産業競争力や

技術主導権と結び付いた戦略的領域として再編されつつある。

こうした状況の下で、中国はグローバル・サウス（新興国・途上国を中心とする協力圏）と

の連携強化を通じ、「南南協力（South-South Cooperation）」の枠組みや気候変動対策基金を活

用しつつ、再生可能エネルギー設備の供給やインフラ整備支援を展開している。これらの取

り組みは単なる開発援助にとどまらず、環境外交を通じて国際レジーム空間における影響力

の拡大を図る戦略的意図を内包しているとみられる。このように、国際レベルにおいて中国

は一方でパリ協定体制の維持に関与しつつ、他方で米中競争下における制度構築や基準設定

の主導権確保を志向している。すなわち、中国の気候変動分野における関与は、競争的関与

と協調的関与が併存する段階にあるといえよう。
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（2） 国内レベル：「低炭素・脱炭素化」と経済政策

中国国内においては、欧州連合（EU）が率先して掲げたカーボンニュートラル（炭素中

立：温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を差し引きして実質的にゼロとすること）目標という国

際的潮流を踏まえ、2020年に習近平国家主席が表明した「2030年までに二酸化炭素（CO2）排

出量をピークアウト（頭打ち）させ、2060年までにカーボンニュートラルを実現する」とい

う、いわゆる「30・60目標」が政策全体の基本指針となっている（4）。この目標は単なる環境

政策にとどまらず、産業高度化と技術革新を通じた新たな成長戦略として位置付けられてい

る点に特徴がある。すなわち、脱炭素化は経済発展の制約ではなく、経済構造転換と産業競

争力強化を同時に推進する契機として再定義されている。

再生可能エネルギー分野では、太陽光および風力発電設備の大規模導入が急速に進み、中

国は世界最大の設備容量を有するに至っている（5）。とりわけ、太陽光パネルおよび風力ター

ビンの製造においては、サプライチェーン全体を国内に抱える体制が構築され、国際市場に

おいて高い競争力を確立している（6）。また、電気自動車、蓄電池、送電インフラの整備とい

った関連分野においても、国家補助金や産業政策を通じた包括的支援が展開されてきた（7）。

これらの政策は単なる排出削減策にとどまらず、国際市場における競争優位の確立を志向す

る戦略的産業政策として位置付けられる。

総じて、中国の国内気候政策は、環境目標の達成のみならず、エネルギー安全保障の確保、

産業競争力の強化、さらにはグリーン技術の革新を統合する形で展開されている。その意味

において、中国の脱炭素化は単なる国際的圧力への受動的対応ではなく、国家発展戦略の再

編と深く結び付いた政策転換として理解される。また、中国の気候政策は、国内政策と国際

気候外交が相互に影響を及ぼし合いながら展開されている。本稿では、こうした国内外の相

互作用の下で形成されてきた中国の気候変動関連の国際レジームおよび制度・政策の具体的

な展開について検討する。

2 米中対立下における中国の気候変動関連国際レジームの展開

（1） 既存多国間レジームへの関与と戦略的再編

中国は、UNFCCCおよびパリ協定体制を一貫して公式に支持しており、「30・60目標」を

国内政策として制度化したことは、こうした多国間気候体制へのコミットメントを示す象徴

的な表れである（8）。これは、中国が「責任ある大国（responsible major power）」としての国際

的正統性を確保するとともに、国際気候ガバナンスにおける制度的発言権を維持する基盤と

して理解される。

しかし、その関与は無条件のものではない。中国は、国が決定する貢献（Nationally Deter-

mined Contributions: NDC）の枠組みの下で各国の主権を重視し、先進国による削減目標との明確

な区別を維持するとともに、拘束的な削減義務の強化には慎重な姿勢を示している。また、

歴史的排出責任や気候資金をめぐる問題については、依然として先進国の責任を強調し、途

上国の立場を代表する姿勢を維持している。こうした立場は、国内経済成長の確保と気候変

動対策に関する国際的責任の受容との間でバランスを図ろうとする中国の政策的選択を反映
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していると理解される（9）。

他方、特に米国のバイデン政権期においては、多国間レジームへの関与の拡大が顕著に見

られた。米国が気候変動ガバナンスへの再関与を強めるとともに、インド太平洋経済枠組み

（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF）が価値観外交や供給網再編を軸に展開される

中で、中国は既存の多国間レジームにとどまることなく、地域的・機能的な制度枠組みを通

じて国際的関与の経路を拡張してきた。

具体的には、中国は2015年に設立した「南南協力援助基金（South-South Cooperation Assis-

tance Fund）」を基盤として、その増資および制度的再編を進めてきた。さらに2023年9月に

は同基金を「グローバル開発および南南協力基金（Global Development and South-South Coopera-

tion Fund）」へと改組・再編し、資金規模の拡大を図っている。同基金は、貧困削減、食料安

全保障、公衆衛生、気候変動対策、グリーン開発、デジタル経済、インフラ整備などを対象

とする包括的支援枠組みであり、気候関連支援はその重要な分野のひとつに位置付けられて

いる。フィジー、パプアニューギニア、サモアなど太平洋島嶼国との再生可能エネルギーや

インフラ分野での協力は、その一例である（第1表）。

加えて、2021年9月には習近平国家主席が国連総会において「グローバル開発イニシアテ

ィブ（Global Development Initiative, GDI）」を提唱した。これは持続可能な開発目標（SDGs）の

達成支援を掲げる中国主導の開発協力構想であり、中国政府および中国国際開発協力署

（China International Development Cooperation Agency, CIDCA）を中心として、アジア、アフリカ、

ラテンアメリカの途上国との協力が推進されている。

さらに、中国は「アジアインフラ投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB）」を通
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第 1表　中国の気候変動関連国際レジームの展開

（出所）　筆者作成。

地域・二国間協力の制度化多国間レジームへの関与と戦略的再編

主要枠組み ・UNFCCC
・南南協力基金
・グローバル開発イニシアティブ（GDI）
・アジアインフラ投資銀行（AIIB）、ESF、
RBF、CPBFなど

・一帯一路（BRI）／グリーン投資原則（GIP）
（2019年―）：二国間合意に基づく運用
・BRI関連のグリーン開発指針・投資原則：
二国間合意に基づく運用
・RCEP（2020年署名）

主な分野 ・貧困削減
・食料安全保障の強化
・公衆衛生体制の整備
・気候変動対策とグリーン開発
・デジタル経済と関連インフラの整備
・再生可能エネルギー発電、地域間送電網、
グリーン交通システムの構築

・インフラ投資（エネルギー・交通・都市）、
産業開発プロジェクト
・環境影響評価の実施
・低炭素・省エネルギー技術の導入
・持続可能な金融の活用
・環境基準の強化
・再生可能エネルギー比率の拡大
・脱炭素技術・インフラの優先整備
・再生可能エネルギー技術協力
・省エネルギー・環境保護技術の交流・
能力構築

主な協力対象 アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、太
平洋島嶼国など

・BRI：東南アジア（ラオス、カンボジア
など）、南アジア（パキスタン、バング
ラデシュなど）、中東、中央アジア、ア
フリカ
・RCEP：ASEAN10ヵ国、日本、韓国、
オーストラリア、ニュージーランド



じて、再生可能エネルギー、地域間送電網、グリーン交通などの分野における融資を拡大し

ている。AIIBは独自の「環境・社会政策フレームワーク（Environmental and Social Framework,

ESF）」を運用しており、2022年11月の改訂では成果連動型融資（Results-based Financing: RBF）

を明文化するとともに、石炭火力への新規支援に対して慎重な姿勢を示している。さらに、

2024年6月には気候政策支援型融資（Climate Policy-Based Financing: CPBF）が導入され、政策

改革や制度強化を通じた気候対応が支援されている。これらの取り組みは、パリ協定体制を

補完する形で、受益国の政策や技術選択に中長期的な影響を及ぼしうる。

（2） 地域・二国間協力の制度化

他方、中国は既存の地域的・二国間枠組みを活用し、自国に有利な形で環境協力や脱炭素

化支援を展開してきた。とりわけ対外戦略においては、グローバル・サウスが重要な位置を

占めており、これら諸国との協力関係を制度化するとともに、気候変動対策を地政経済戦略

の中核に組み込んでいる。

その代表例が「一帯一路（Belt and Road Initiative: BRI）」構想である。中国はBRIの枠組みの

下で、グリーン開発に関する基準の提示を進めてきた。ここでいうグリーン開発とは、参加

国におけるインフラ投資や産業協力を環境配慮型・低炭素型へと転換する政策方針を指す。

象徴的な取り組みが、2019年に公表された「一帯一路グリーン投資原則（Green Investment

Principles: GIP）」である。GIPは、環境影響評価の実施、低炭素・省エネルギー技術の導入、

持続可能な金融手法の活用などを求める枠組みであり、対外投資に環境的条件を組み込むこ

とで、相手国の制度設計や事業選定基準に一定の影響を及ぼしうる（10）。さらに2021年には

「一帯一路グリーン開発ガイドライン（Green Development Guidelines for the Belt and Road Initia-

tive）」が公表され、再生可能エネルギーの導入拡大や低炭素技術の優先導入といった方向性

がいっそう明確化された（11）。

もっとも、これらの基準は主としてBRI参加国を対象としており、その運用も多くの場合、

二国間合意に基づいて進められている。その結果、中国企業の技術的・商業的優位性が一定

程度反映されつつ、参加国との経済的結び付きが強化される構造が形成されていると指摘さ

れている。こうした制度運用は、中国が自ら主導する経済圏内部で環境規範を形成し、国際

的な制度競争における立場を強化する手段として理解される（12）。

加えて、中国は「地域的包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP）」

協定の交渉過程において、再生可能エネルギー技術協力や省エネルギー、環境保護に関する

技術交流といった要素を含意させ、経済協定の枠内に環境分野に関連する協力の側面を一定

程度位置付けた。RCEPは本来、経済連携の促進を主目的とする協定であり、環境協力は補

完的・間接的な要素にとどまる。他方で、この枠組みを通じて、中国はASEAN、日本、韓

国、オーストラリアなどとの経済関係をいっそう深化させてきた（13）。とりわけ、米国が2017

年に環太平洋パートナーシップ（Trans-Pacific Partnership: TPP）協定から離脱した後、RCEPが

域内最大級の自由貿易圏として成立したことは、中国にとって地域的制度枠組みにおける影

響力を拡大する契機となった（14）。

以上の分析から示されるように、米中間の戦略的競争という構造的制約の下で、国際気候
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ガバナンスは、単一の包括的枠組みによる統合から、複数のレジーム層（制度層）が並行し

て機能する多中心的構造へと再編されつつある。その中で中国は、国連枠組みへの関与を維

持しつつ、域内協定、開発金融、南南協力などを組み合わせることで国際的関与を多層化し

てきた。資金供与と技術移転を軸とするこれらの施策は、規範的影響力の確保と市場拡張を

同時に志向するものであり、気候外交と産業政策の統合という特徴を有している。

ただし、これらの協力が全面的な脱炭素化と必ずしも一致しているとは言いがたく、パリ

協定が掲げる気候目標との整合性をめぐる課題は依然として残されている。他方で、中国が

海外石炭火力発電所の新規建設停止を表明し、再生可能エネルギー投資へと重点を移行して

いることは、国際的圧力への対応であると同時に、国内産業の対外展開戦略とも整合する政

策調整として理解される。したがって、中国の多国間関与の再編は、防御的対応にとどまる

ものではなく、レジームと制度空間を再設計しつつ国際的な制度形成競争に参入する積極的

戦略として位置付けられる。

3 中国の脱炭素化と国内経済政策

（1）「30・60目標」と国家発展戦略の再編

前述のとおり、2020年に習近平国家主席が表明した「30・60目標」は、中国の脱炭素政策

を理解するうえで中核的な政策目標である。現在の中国において、脱炭素化はもはや経済成

長の制約としてではなく、新たな成長動力の創出や産業の高度化を促進する契機として再定

義されている。

この戦略的転換は、「第14次五ヵ年計画（2021―2025年）および2035年長期目標」（以下、

14・五計画）にも明確に反映されている。14・五計画は、エネルギー消費構造の転換、戦略

的新興産業の育成、デジタル化とグリーン化の融合を掲げ、低炭素化を経済構造転換の重要

な要素として位置付けている（15）。また、エネルギー強度（国内総生産〔GDP〕あたりのエネル

ギー消費量）および炭素強度（GDPあたりのCO2排出量）の削減目標が設定され、地方政府の

政策評価指標にも環境要素が組み込まれるなど、従来のGDP偏重型成長モデルの漸進的な修

正が進められている点は重要である。

さらに、2026年3月に全国人民代表大会で承認された「第15次五ヵ年計画綱要（2026―

2030年）」（以下15・五計画）では、GDPあたりのCO2排出量の削減、研究開発投資の年平均

7%以上の拡大、エネルギー総合生産能力の増強などが主要目標として掲げられている。これ

らの目標は、気候変動対策を継続的に推進する一方で、国家安全保障および産業競争力の強

化を同時に重視する中国の政策方針を示している（16）。

具体的に、15・五計画は、第1に非化石エネルギー比率の拡大を引き続き重視している。

綱要においても、非化石エネルギーの導入拡大は重要な政策方向として位置付けられており、

2030年にエネルギー消費に占める非化石エネルギー比率を約25%とする既存目標とも整合的

な形で政策運用が図られると考えられる。第2に、電力部門の構造的脱炭素化である。綱要

では、新型エネルギー・インフラの整備が掲げられ、再生可能エネルギーの導入拡大を前提

として、新型電力システム、蓄電設備、送電網の整備を進める方向性が示されている（17）。ま
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た、石炭火力については依然として主要電源であるものの、再生可能エネルギーの導入拡大

に伴い、今後はその変動を補完する調整電源としての役割が重視される方向にある（18）。

第3に、グリーン技術や水素といった分野の戦略産業化であり、政府はこれらをAIや先端

製造業と並ぶ戦略的成長分野として位置付けている。さらに、中国のエネルギー政策では、

エネルギー安全保障と脱炭素の両立が重視されており、非化石エネルギーの拡大を進める一

方で、国内エネルギー供給能力や備蓄体制の強化も並行して推進されている。これらの政策

は、中国が掲げる「30・60目標」を実現するためのエネルギー転換戦略の中核をなしてい

る。

（2） エネルギー構造の転換と再生可能エネルギーの拡大

中国の発電構造は依然として石炭火力への依存度が高く、総発電量の約6割を占めている

（第1図）。他方で、風力および太陽光発電は急速に拡大しており、再生可能エネルギー全体で

は約3割程度に達している。水力は安定的な比率を維持しているが、新規開発の余地は限定

的である。原子力は緩やかな増加傾向にある（19）。

再生可能エネルギーの開発に焦点をあてる。中国は現在、世界最大の再生可能エネルギー

設備容量を有する国であり、世界全体の約3割を占めている（第2図）。とりわけ太陽光発電

および風力発電は近年急速に拡大してきた。太陽光パネルの生産において、中国企業は世界

市場において圧倒的なシェアを有しており、2024年には世界の太陽光モジュールの約80%が

中国で生産された。中国政府は、国家補助金制度および固定価格買取制度（Feed-in Tariff:

FIT）を導入することで初期市場を形成し、大規模導入を通じて産業の拡大とコスト低減を促

進してきた。さらに、規模の経済と技術革新によるコスト低減が進む中で、再生可能エネル

ギーは徐々に市場競争力を獲得し、中国のエネルギー構造転換において重要な役割を担うよ

うになっている（20）。

しかし、再生可能エネルギーの急速な拡大は同時に電力システムの運用に新たな課題をも

たらしている。中国では太陽光・風力発電の拡大に対応するため送電網投資が大幅に増加し
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ており、特に超高圧送電技術を通じて西部地域の再生可能エネルギー資源を東部の需要地へ

輸送する広域電力ネットワークが整備されてきた。他方で、再生可能エネルギー導入の速度

が送電インフラ整備を上回る場合には、出力抑制や系統接続制約が生じうることが指摘され

ており、これらは中国のエネルギー転換における構造的課題とされる（21）。

さらに、グリーン水素（再生可能エネルギー由来の低炭素水素）の開発も政策的に推進され

ている。水素は鉄鋼や化学産業の脱炭素化に資する可能性を有するが、現時点では依然とし

て石炭由来水素が主流であり、真に低炭素な水素への転換にはコスト削減と制度設計の両面

で課題が残されている。

一方で、再生可能エネルギーの拡大と並行して、中国は原子力発電の増設も進めている。

原子力は電力構成に占める割合こそ依然として限定的であるものの、安定的なベースロード

電源としてエネルギー安全保障とCO2排出削減の双方に資する電源と位置付けられている（22）。

近年、中国は第3世代原子炉「華龍一号（Hualong One）」の国産化を進めるとともに、海外輸

中国の気候変動国際レジームへの関与の変容―米中対立下の戦略的再編

国際問題 No. 731（2026年6月）● 24

中国 米国 インド 日本 ドイツ ブラジル スペイン�オーストラリア イタリア 韓国 その他

40

35

30

25

20

15

10

5

0

（%）

第 2図　太陽光および風力発電量の国別世界ランキング（2023年）

1.92.62.73.24
6

7.4

13.4

36.4

1.9

20.5

1.92.62.73.24
6

7.4

13.4

36.4

1.9

20.5

太陽光（PV）

風力

中国 米国 ドイツ ブラジル インド イギリス�スペイン�フランス�カナダ スウェーデン その他

40

35

30

25

20

15

10

5

0

（%）

　International Energy Agency（IEA）データより筆者作成。（出所）

1.72.22.83.544.1
6

18.3

38

1.5

17.9

1.72.22.83.544.1
6

18.3

38

1.5

17.9



出も模索しており、エネルギー技術の自立と国際市場の拡大を同時に追求している。ただし、

安全性やコスト、地域住民の受容性といった課題も依然として存在しており、再生可能エネ

ルギーとの役割分担を含めたエネルギーミックスの調整が引き続き重要な政策課題となって

いる。

このように、中国のエネルギー構造は脱炭素戦略の二面性を示している。すなわち、再生

可能エネルギーの急速な拡大という構造転換が進行する一方で、エネルギー安全保障および

電力系統の安定性確保の観点から、石炭火力が依然として基幹電源として位置付けられてい

る点である。今後の脱炭素化の成否は、石炭火力の段階的縮小とともに、超高圧送電網や蓄

電技術、スマートグリッドを含む新型電力システムの整備に大きく依存している（23）。

（3） 電気自動車産業の急成長

中国の脱炭素戦略におけるもうひとつの顕著な成果は、電気自動車（Electric Vehicle: EV）

産業の急速な成長である。国家補助金、ナンバープレートの優遇措置、充電インフラ整備へ

の支援などを通じて国内市場を拡大し、企業の技術革新を促進してきた。その結果、中国は

EV販売における世界最大の市場となり、世界の電動車販売において大きなシェアを占めてい

る（24）。

また、車載電池分野においても、中国企業はセル製造にとどまらず、原材料の精製を含む

サプライチェーン全体において高いシェアを有しており、電池供給網において優位な地位を

確立している（25）。これらの点は、中国の脱炭素政策が単なる環境政策にとどまらず、産業競

争力の強化と密接に結び付いていることを示している（26）。

さらに、この発展は交通部門のCO2排出削減にとどまらず、電池、パワー半導体、デジタ

ル制御技術といった関連分野の産業高度化を促している。加えて、EVは充電タイミングの調

整を通じて電力需要を柔軟に変動させることが可能であり、変動性の高い再生可能エネルギ

ーの導入拡大を支える機能を有している。この点において、EVの普及は電力システム全体の

脱炭素化とも密接に連動している（27）。

しかしながら、こうした産業競争力の強化は、欧米諸国との間で補助金競争および貿易摩

擦を引き起こしている。とりわけEUは、中国製EVに対して国家補助金による競争歪曲を理

由に相殺関税措置を導入しており、気候政策と産業政策が交錯する領域において制度的摩擦

が顕在化している。また、米国においても対中EVに対する関税強化が進められており、脱

炭素政策は単なる環境政策にとどまるものではなく、地政学的競争とも密接に結び付いてい

ると考えられる（28）。

以上の検討から、中国の国内脱炭素政策は、環境保護や気候ガバナンスにおける正統性の

確保といった規範的要請、産業競争力の強化という利益的要請、さらに経済安全保障をめぐ

る戦略的要請を統合する形で展開されている。その過程は、経済成長と環境保全の両立、国

内産業基盤の強化と国際競争・通商摩擦の激化といった複数の要素が交錯する動態的な再編

過程である。したがって、中国の脱炭素化は単なる国際圧力への受動的な対応ではなく、国

家の経済社会発展モデルそのものの再構築を伴う構造的変革として位置付けられる。
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まとめ―米中対立下における多中心的気候レジームの形成と中国の3層的制度戦略

本稿は、米中対立の長期化という国際構造の変容を背景に、中国の気候変動国際レジーム

構築への関与の現状を、国際および国内の両側面から検討してきた。従来、大国間対立は、

UNFCCCおよびパリ協定をはじめとするグローバル・ガバナンスの弱体化や協調の後退をも

たらすと理解されがちであった。

しかし、本稿の分析が示すように、現下の状況は単純なレジームの崩壊として把握するこ

とはできない。むしろ、大国間競争は既存の多国間制度とは異なる形態での制度構築を誘発

し、多様な国際レジームおよび制度が並存する動態的かつ断片的な秩序構造を生み出してい

る。このようなレジーム形成環境の下で、中国は受動的な対応者ではなく、積極的な制度構

築主体として行動している。

中国の気候変動戦略は、国際制度形成の一角を担うものであり、第1に、既存の多国間レ

ジームへの関与を通じて国際的正統性を維持しつつ、自主的貢献の枠内で政策裁量を確保し

ている点に特徴がある。第2に、南南協力やBRI関連枠組みなどの代替的国際レジームにお

いて独自の政策手法を構築・強化し、多中心的な制度空間の形成を促進している。第3に、

再生可能エネルギー、電気自動車、水素産業といった分野における国内産業政策を制度外交

と結合させ、脱炭素化と産業競争力の強化を同時に追求している。

この3層的戦略は、中国が自国の経済的・地政学的利益を確保しつつ、気候変動分野にお

ける影響力を維持・拡大するための制度的運用として理解される。すなわち、中国は国際協

調の枠組みを、競争と協調の双方を組み合わせながら戦略的に活用し、レジームおよび制度

空間の再編に関与している。

今後の気候変動対策をめぐる国際秩序は、大国間協力や単一大国主導型の制度によって統

合されるのではなく、多中心的かつ断片化した構造を前提とする可能性が高い。そのなかで、

中国の戦略的制度運用がいかなる方向へ展開するのかは、気候変動国際レジームの将来像を

左右する重要な要素である。本稿の分析は、その動態的理解の一端を提示するものである。
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